
福島県中小企業制度資金の条件変更の特例措置を定める要綱 

 

 

１ 目的 

 この要綱は、最近の経済環境の変化により県制度資金の返済に困難をきたしている中

小企業者に対し、福島県中小企業制度資金（以下、「県制度資金」とする。）の条件変

更の特例措置を定め、もって中小企業者の金融の円滑化及び県内経済の活性化を図るこ

とを目的とする。 

 

２ 対象となる制度 

  本要綱に定める特例措置を適用する県制度資金は、別表のとおりとする。 

 

３ 特例措置 

 最近の経済環境の変化により県制度資金の返済に困難をきたしている中小企業者に対

し、条件変更の措置を講じることにより経営の改善を図ることができると見込まれると

きは、次のとおり取扱うことができるものとする。 

（１）融資期間の延長 

   条件変更を行う場合には、県制度資金の要綱に定める融資期間の上限を超えて、最

長３年間延長することができる。 

（２）据置期間の設定 

   条件変更を行う場合には、県制度資金の要綱の規定にかかわらず、（１）の規定に

より延長された融資期間の範囲内で、据置期間を設定することができる。 

 

４ 特例措置の期限 

  令和８年３月３１日までとする。 

 

  附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 改正前の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施

行に係る福島県中小企業制度資金の特例措置を定める要綱に基づき実施された条件変更

については、なお、従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 



附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

○ 対象となる制度 

  福島県起業家支援保証制度 

  福島県小口零細企業資金融資制度 

福島県信用組合資金融資制度 

  福島県長期安定保証制度 

  福島県短期保証制度 

  福島県経営環境改善保証制度 

福島県企業回復応援資金融資制度 

福島県関連倒産防止資金融資制度 

福島県緊急経済対策資金融資制度 

福島県街なか再生特別資金融資制度 

ふくしまの産業強化資金融資制度 

福島県子育て支援企業資金融資制度 

福島県小規模企業資金融資制度 

福島県長期安定資金融資制度 

福島県新事業創造資金融資制度 

福島県緊急経済再生特別資金融資制度 

福島県商業・サービス業活性化資金融資制度 

福島県ベンチャー企業育成資金融資制度 

福島県小規模資金融資制度 

福島県事業支援保証制度 

福島県中小企業活性化支援保証制度 

福島県成長産業育成資金融資制度 

福島県事業再生資金融資制度 

ふくしま産業育成資金融資制度 

福島県業種転換保証制度 

福島県経営力強化保証制度 

福島県事業承継・業種転換資金融資制度 

福島県小規模企業支援資金融資制度 

福島県耐震改修促進資金融資制度 

オールふくしま経営支援対応資金融資制度 

ふくしま事業承継資金 

 


